
教育委員会定例会会議録 

１ 日  時 平成２６年３月１８日(水) 午後２時３０分～午後５時３０分 

２ 場  所 伊東市役所 ４階中会議室 

３ 出 席 者 １番 佐藤 潤一君  ２番 上村 昌延君   

３番 杉田 純子君  ４番 井上 靖史君 

５番 内山 義夫君 

４ 参  与 教育部長 鶴田 政利 次長兼教育総務課長 萩原 博 

       教育指導課長 小田 靖久 幼児教育課長 泉 將好  

生涯学習課長 堀井 裕三 

５ 事 務 局 教育総務課課長補佐 山下 匡弘  主事 日吉 直樹 

６ 会議の経過 

 委員長：ただ今から、伊東市教育委員会３月定例会を開会します。それでは、

はじめに教育長の報告をお願いします。 

 内山教育長：「伊東市教育委員会３月定例会教育長報告事項資料」に基づき、

次の事項について報告を行う。 

２月１２日 平成２６年度予算案大綱公表、 

青少年育成市民会議教育講演会 

１８日 校長会、教育委員・校長懇談会 

１９日 東部教育長会、教育奨励賞授与式 

２０日 市議会３月定例会開会（３月２０日まで） 

２３日 東部地区モデル子ども会研究発表会 

２５日 教頭会 

２６日 教育委員会臨時会 

２７日 臨時校長会 



３月 ２日 国際交流フェスタ 

５日 門野中校長処分書交付 

６日 宇佐美中文部科学大臣表彰（キャリア教育）市長報告 

７日 臨時校長会 

１１日 県子ども会表彰教育長報告 

１６日 宇佐美学園修了式 

１７日 就学援助認定会 

１８日 臨時校長会、伊高教員プロジェクト講義、教育委員会定例会 

  その他として、生涯学習センター池会館管理運営協議会より「あいさつ運

動啓発用品（ステッカー）２００枚」の寄付をいただいた。 

３月議会において「本市の教育委員会は形骸化されていないか」という質

問があった。これについて教育委員長への答弁要求があったが、委員長の都

合が合わなかったため、代わって「現在の教育委員会制度について様々な意

見があるが、本市については活発な活動をしており、形骸化していないとい

える。」という答弁をさせていただいた。 

教育奨励賞の授与式について、今年度は様々な立場の教職員が出席し、発

表をする形態となり、とても有意義なものであった。 

伊東高校教員プロジェクト講義では、教員を目指す生徒たちに向け本市の

教育の現状について話しをしてきた。とても意欲的であり、将来が楽しみで

ある。 

また、２月１４日の大雪の際に、大池小と池小は休校。その他の学校も、

状況に応じた授業の打切りにより児童生徒の安全を適切に確保できた。 

委員長：ありがとうございました。ただいまの報告につきまして何か意見、

質問はございますか。 



（意見・質問なし） 

  それでは議決事項に移ります。教議第１８号「伊東市教育行政の基本方針

について」説明をお願いします。 

（内山教育長から資料に沿って説明） 

 委員長：このことについて何か質問等はありますか。 

  （意見・質問なし） 

それではこの件についてお諮りします。教議第１８号「伊東市教育行政の

基本方針について」は原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長：委員の皆様から承認が得られましたので、教議第１８号については

原案どおり承認されました。 

続きまして教議第１９号「伊東市学校給食共同調理場設置規則について」

及び教報第１８号「伊東市学校給食共同調理場条例について」は関連してお

りますので、一括して説明をお願いします。 

 （萩原次長兼教育総務課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はございますか。 

（意見・質問なし） 

それではこの件についてお諮りします。教議第１９号「伊東市学校給食共

同調理場設置規則について」は原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長：委員の皆様から承認が得られましたので、教議第１９号については

原案どおり承認されました。 

続きまして教議第２０号「伊東市教育委員会補職名規則の一部を改正する

規則について」説明をお願いします。 



  （萩原次長兼教育総務課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はございますか。 

（意見・質問なし） 

それではこの件についてお諮りします。教議第２０号「伊東市教育委員会

補職名規則の一部を改正する規則について」は原案どおり承認してよろしい

でしょうか。 

  （異議なし） 

委員長：委員の皆様から承認が得られましたので、教議第２０号については

原案どおり承認されました。 

続きまして教議第２１号「伊東市小中学校の通学路に関する要綱につい

て」説明をお願いします。 

 （小田教育指導課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はございますか。 

委員長：通学路の危険個所等については警察には情報が提供されているのか。 

小田教育指導課長：警察や建設課、危機対策課と合同で通学路の安全点検を

実施した。これを基に、子どもの安全確保のために大分改善された箇所もあ

る。 

委員長：歩道の狭い箇所には車道との分離柵を設ける等、危険箇所の対策を

できるだけ迅速に対応していただいきたい。 

委員：通学路の指定については過去にあったのか。 

小田教育指導課長：今までに通学路の指定はなかった。今回、施設の整備推

進を図るためにも通学路の指定について必要性があった。 

委員：車だけでなく、変質者の出現も懸念されているため、子ども１１０番

やパンダの家等の対策も推進していただきたい。 



委員長：その他、何かございますか。 

（意見・質問なし） 

それではこの件についてお諮りします。教議第２１号「伊東市小中学校の

通学路に関する要綱ついて」は原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長：委員の皆様から承認が得られましたので、教議第２１号については

原案どおり承認されました。 

続きまして教議第２２号「伊東市教育委員会事務局組織規則の一部を改正

する規則について」説明をお願いします。 

  （小田教育指導課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はございますか。 

（意見・質問なし） 

それではこの件についてお諮りします。教議第２２号「伊東市教育委員会

事務局組織規則の一部を改正する規則について」は原案どおり承認してよろ

しいでしょうか。 

  （異議なし） 

委員長：委員の皆様から承認が得られましたので、教議第２２号については

原案どおり承認されました。 

続きまして教議第２３号「門野中学校の免許外担当事案に関する教職員の

服務の取扱いについて」説明をお願いします。 

 （小田教育指導課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はございますか。 

委員：教頭の処分については各市教委が担うということであったが、処分し

なければならないのか。 



委員長：教頭の処分については各市町の教育委員会で決定することとなった

のであれば、何かしらの処分を各市町の教育委員会で決定しなければならな

いことであると考える。 

委員：学校教育法では、教頭は校長を助け公務を整理するということとなっ

ている。校長が違反を学校教育法に抵触しようとしている際に、教頭も理解

していながら注意できなかったわけであるから、何かしらの処分は必要であ

ると考える。 

委員長：人手が足りていないという実情を考慮した上で、口頭による厳重注

意が適切ではないかと考えるがいかがか。 

委員：人手不足という実情の中での苦肉の策であり、仕方がない部分もあっ

たかと思う。処分をするようであれば厳重注意が適切であると考える。 

委員：今後の対応策を皆でしっかり考えていかなければ意味のないものにな

ってしまう。そういった事を踏まえた上で決めなければならないと思う。 

委員長：こういうことが二度とおこらないよう、十分注意していただくとと

もに、教頭の処分については口頭による厳重注意で対応していただきたいが

いかがか。 

 （意見・質問なし） 

 質問等ないようですので、教頭の処分については口頭による厳重注意とし、

併せて教義第２３号「門野中学校免許外担当事案に関する教職員の服務の取

扱いについて」は原案どおり承認してよろしいでしょうか。 

 （異議なし） 

委員長：委員の皆様から承認が得られましたので、教議第２３号については

原案どおり承認されました。 

続きまして報告事項に移ります。教報第１５号「平成２６年度小中学校教



職員の人事異動（案）について」報告をお願いします。 

 （小田教育指導課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はございますか。 

委員：定年退職者以外にも退職者はいるのか。 

小田教育指導課長：病気で退職する者もいるし、他県や政令指定都市で教員

を続ける者も退職者扱いとなる。 

委員長：その他、何かございますか。 

  （意見・質問なし） 

質問等ないようですので、次に教報第１６号「平成２６年度幼稚園・保育

園職員及び小中学校職員（市職員）の人事異動（案）について」報告をお願

いします。 

  （萩原次長兼教育総務課長及び泉幼児教育課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はございますか。 

（意見・質問なし） 

質問等ないようですので次に教報第１７号「平成２６年度一般会計教育費

当初予算（案）及び伊東市教育委員会の主要事業について」報告をお願いし

ます。 

（鶴田教育部長及び各課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はございますか。 

委員長：生涯学習課のワークショップについて詳細を教えてほしい。 

堀井生涯学習課長：絵本作家の方々を招聘して絵本を通じて様々なイベント 

を実施する企画である。子どもたちには非常に人気がある事業である。 

委員長：その他、何かございますか。 

（意見・質問なし） 



質問等ないようですので次に教報第１９号「平成２６年度年度末・年度初

めの生徒指導上の留意点について」報告をお願いします。 

（小田教育指導課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はございますか。 

   （意見・質問なし） 

質問等ないようですので次に教報第２０号「伊東市青少年問題協議会設置

条例及び伊東市青少年問題協議会規則の一部改正について」報告をお願いし

ます。 

（堀井生涯学習課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はございますか。 

（意見・質問なし） 

質問等ないようですので次に教報第２１号「伊東市コミュニティーセンタ

ー条例の一部を改正する条例について」及び教報第２３号「伊東市生涯学習

センター条例の一部を改正する条例について」は関連しておりますので一括

して報告をお願いします。 

（堀井生涯学習課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はございますか。 

（意見・質問なし） 

質問等ないようですので次に教報第２２号「静岡県伊東市社会教育委員条

例の一部を改正する条例について」報告をお願いします。 

（堀井生涯学習課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はございますか。 

委員：社会教育委員の人員が代わっていないようだが、任期はないのか。 

堀井生涯学習課長：各団体や組織の中から代表を出していただいており、人



員については代わっている状況がある。任期は２年である。 

委員長：その他、何かございますか。 

 （意見・質問なし） 

質問等ないようですので、次に教報第２４号「伊東市民体育センターの設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について」報告をお願いしま

す。 

（堀井生涯学習課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はございますか。 

委員：減免制度はあるのか。 

堀井生涯学習課長：市の主催事業のみ減免する。 

委員長：その他、何かございますか。 

 （意見・質問なし） 

 質問等ないようですので、次にその他の事項に移ります。その他の事項

「平成２６年度市立幼稚園入園見込みについて」説明をお願いします。 

 （泉幼児教育課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はございますか。 

（意見・質問なし） 

 質問等ないようですので、次にその他の事項「市議会３月定例会の報告に

ついて（予算大綱質疑、一般質問、補正予算）」説明をお願いします。 

 （鶴田教育部長及び各課長から資料に沿って説明） 

委員長：ただいまの説明につきまして意見、質問はございますか。 

（意見・質問なし） 

質問等ないようですので、次に「各課報告について」説明をお願いします。 

 萩原次長兼教育総務課長：教育総務課の報告をする。 



就学援助については、平成２５年度からの継続申請者は２８３人、うち要

保護が６３人、準要保護が２１４人であった。新規申請者については４月に

実施する。 

次に宇佐美小学校共同調理場の給食調理等業務委託について、詳細な打ち

合わせを随時行った。３月１７日には第２回の選考委員会を開き、交渉業者

を決定した。給食センターの建設については３月７日にプレゼンテーション

を実施し、各業者の説明を受けた。 

委員長：その他、何かございますか。 

小田教育指導課長：教育指導課の報告をする。 

 前月までと同様な状況で推移しており、小学校の問題行動は増加している

が、非常に軽微なものも報告してくれているためである。不登校については、

小学校５、６年生が多い。来年度以降に中学に上がった時に心配な傾向があ

る。いじめについては前月よりも多いが、解消率は高い。 

委員長：その他、何かございますか。 

泉幼児教育課長：幼児教育課の報告をする。 

 子ども子育て支援制度に係るニーズ調査についてであるが、２月２０日に

配布を開始し、３月３日を目安に回収をおこなった。発送数は未就学児童２，

１９３部、放課後児童クラブの児童２５１部である。回収率は未就学児童に

対する者が７０．２％、放課後児童クラブの児童に対するものが８１．３％

であった。目標以上の回収率であった。現在、結果を分析中である。 

次に子ども子育て会議についてであるが、委員の選任をおこない、第１回

の会議を３月１９日に実施する。第２回目以降の会議の傍聴希望があったた

め会議の公開についても協議する予定である。子ども子育て支援事業計画に

ついては、平成２６年１０月頃までに中間案を策定し、パブリックコメント



を踏まえ、１２月頃に決定していく予定である。 

委員長：会議の公開については後日、検討するということでよいか。 

泉幼児教育課長：会議については原則公開ではあるが、公開することにより

活発な意見交換ができなくなるような懸念もあるため、今後子育て支援会議

の中で検討していきたい。 

委員長：その他何かございますか。 

堀井生涯学習課長：生涯学習課の報告をする。 

 杢太郎の第２８回特別展を開催中である。３月１１日から５月１１日まで

実施しているが、期間中の火、木、金曜日に丸井教育指導員が応対してくれ

ている。非常に興味深い話しを聞けるので、是非参加いただきたい。 

委員長：その他何かございますか。 

委員：本日、適応指導教室のなぎさに視察へ行ってきた。引っ越したことに

より、施設が充実しており良かった。子どもたちについてはしっかり支援し

てもらい学校に戻れると良いと思う。 

 

 委員長：今後の日程について確認します  

  ４月の定例会については４月２４日（木）午後２時３０分から 

  ５月の定例会については５月２１日（水）午後２時３０分から 

  

 委員長：ご苦労さまでした。以上で伊東市教委員会３月定例会を終了します。   

 

以上のとおり会議の次第を記録し、ここに署名する。 

 

委員長  佐 藤 潤 一 



 

委 員  上 村 昌 延 

  

 書 記  日 吉 直 樹 


